


公印省略 

５ 薬 第 ２ ３ ５ 号 

令和５年４月２４日 

 

公益社団法人福岡県薬剤師会長 殿 

 

福岡県保健医療介護部長 

（ 薬 務 課 薬 事 係 ） 

 

補助金交付要綱の一部改正について（通知） 

 

平素から、本県保健医療介護行政の推進につきましては、格別の御協力を賜り厚くお礼申し

上げます。 

このことについて、下記のとおり改正しましたので、貴会会員に対して周知していただきま

すようお願いいたします。 

なお、改正後の要綱等につきましては、県ホームページに掲載しておりますので、申し添え

ます。 

記 

 

１ 対象の要綱 

(1) 新型コロナウイルスに感染した薬剤師にかわり調剤等を行う薬剤師派遣体制の確保事業

補助金交付要綱（以下、「確保要綱」という。） 

(2) 新型コロナウイルス感染症により休業等となった薬局に対する継続・再開支援事業補助

金交付要綱（以下、「支援要綱」という。） 

 

２ 改正概要 

確保要綱及び支援要綱に関し、補助対象期間を令和５年５月７日までに延長する。 

 

３ 施行期日 

令和５年４月２０日 

 

 

（参考）県ホームページ 

○ 新型コロナウイルスに感染した薬剤師にかわり調剤等を行う薬剤師派遣体制の確保事業 

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/corona-yakuzaishihaken2023.html 

○ 新型コロナウイルス感染症により休業等となった薬局に対する継続・再開支援事業 

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/corona-yakkyokusaikaisien2023.html 

 

【問合せ先】 

福岡県保健医療介護部薬務課 薬事係 

（メール：yakumu@pref.fukuoka.lg.jp） 

（ＴＥＬ：０９２－６４３－３２８４） 

 






























































































